
 

24 ソフトボール 

softball 
                                         

 

１ 期  日 

令和５年７月２３日（日）、７月３０日（日） 

 

２ 会  場 

（１） メイン会場 東近江市総合運動公園 布引多目的グラウンド 

            住 所：〒５２７－００６７ 東近江市芝原町1503番地 

            ＴＥＬ：０７４８－２０－１２３０ 

             

  （２）サブ会場  東近江市立長山運動公園グラウンド 

            住 所：〒５２７－００６２ 東近江市上大森町370番地 

            ＴＥＬ：０７４８－２３－６０５４ 

            

３ 開 会 式 

７月２３日（日）午前８時３０分から布引多目的グラウンドで行うので、チーム全員で

参加すること。 

 

４ 競技方法 

（１）郡市対抗とトーナメント方式とする。 

 

（２）試合規定は、２０２３年度オフィシャルソフトボール・ルールによる。 

   (５回以降７点差でコールドゲームとする。) 

特設ルールとして、７回終了時または７０分経過後同点の場合はタイブレークを適用

する。 

（３）７月２３日（日）は、男女とも第２回戦まで行う。 

 

５ 参加資格  

   滋賀県内に在住、在勤、在学または滋賀県出身のアマチュア競技者で編成した男女それ

ぞれのチーム。 

補足：（１）滋賀県内に居住する者 

当該居住郡市の予選会等を経て、当該郡市スポーツ協会から参加申込み 

された者とする。 

例 ×：草津市に居住し湖南市に勤務している人が湖南市で参加 

  ×：栗東市に居住し親が守山市に居住している人が守山市で参加 

（２）滋賀県内に居住していない者 

勤務地、学校所在地、親や家族の住所のある郡市の予選会等を経て、 

当該郡市スポーツ協会から参加申込みされた者とする。 

例 ○：京都市に居住し大津市に勤務している人が大津市で参加 

  ○：岐阜県に居住し草津市の大学に通学している人が草津市で参加 

  ○：愛知県に居住し親が彦根市に居住している人が彦根市で参加  

但し、定時制高校生以外の小・中・高生は出場できない。 

資格違反のチームは失格とし、さらにそのチームが属した郡市は翌年の大会に参加でき

ない。 

 

 



 

６ チーム編成 

監督１名、コーチ２名、スコアラー１名、選手１７名以内とする。 

ユニフォームナンバーは監督３０、コーチ３１・３２、主将１０とする。 

監督・コーチ・スコアラーが選手を兼ねる場合は選手登録をしなければならない。 

登録選手の変更は、指定の「選手変更届」によりみとめる。 

 

７ 使 用 球 

ゴム製３号球とし、主催者が提供（男子：ナガセケンコー社製、女子：内外ゴム社製）

とする。 

 

８ 参加申込 

参加資格を得たチームは、参加申込書に必要事項を明記の上、郡市体育・スポーツ協会

を通じて６月３日必着で下記宛に申し込むこと。 

① 郡市スポーツ協会長印押印後の参加申込書を郵送のこと。 

② 参加申込書の Excel データにパスワードを設定しメールで送付すること。 

参加申込書には個人情報が記載されているので、Excel にはパスワードを設定し、 

パスワードは電話、LINE、ショートメッセージなどメール以外の手段で連絡のこと。 

 

東近江ソフトボール協会  藤田 睦子 宛 

住 所：〒５２７－００７５ 東近江市三津屋町７２０番地 

ＴＥＬ：０７４８－２２－１６８５ 

携 帯：０９０－１０７１－４７０４ 

メール：higashiomi.softball4ga@gmail.com 

    

９ 組合せ抽選 

６月１７日（土）午後６時３０分から東近江市総合運動公園布引陸上競技場 会議室に

おいて、代表者会議を行い、その席で抽選を行う。 

各チームの代表者（連絡責任者または監督）は必ず出席すること。 

 

１０ 表  彰 

男女それぞれの優勝チームには、表彰状・優勝旗、準優勝チームには、表彰状・ 

準優勝盾を授与する。 

優勝旗・準優勝盾は持ち回りとする。 

 

１１ 救急医療 

競技中の選手の傷害については、応急処置の他は責任を負わない。 

 

１２ そ の 他 

（１） 監督・選手は統一したユニフォームを着用し、１５ｃｍ角以上の背番号と 

６～１２ｃｍ角の胸番号を付けること。 

注：（公財）日本ソフトボール協会の規定により、背番号（ＵＮ）は１～９９まで認

められているが、本大会の選手登録は１７名以内。 

（２）その他、運営上の連絡・競技は代表者会議で決定する。 

 

１３ 審判員 

（１） ２０２３年より参加チームの随行審判員２名の手配は不要。 

審判員の派遣は全て開催地支部より滋賀県ソフトボール協会に依頼する。 

（２）参加チームは随行審判員の手配の代わりに、審判員の経費１万円（5,000 円×2 名）

を当日の受付で納付すること。 

mailto:higashiomi.softball4ga@gmail.com

